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コーポレート・ ガバナンス論による地方自治体の分析フレームコーポレート・ ガバナンス論による地方自治体の分析フレーム

１．地方財政に関する諸論点の包括的な解決に向けた分析

２．組織体としての地方自治体をめぐる社会的な実態に即した分析

内部者：首長・執行機関（焦点的プレイヤー）

地方議会議員

株主としての住民（圧力団体等）

投資家：国（地方交付税・補助金）

地方債債権者（市場資金）

顧客としての住民/法人（受益・負担関係）

【会社との比較における地方自治体のガバナンスにおけるプレイヤー】

【情報同化型モードの組織アーキテクチャとしての地方自治体】

平常時と非常時に分けて「状態依存型ガバナン
ス」を成り立たせる条件の検証とそのための環境
整備をめざす



地方自治体のガバナンスの基本モデル地方自治体のガバナンスの基本モデル

【国家監督型ガバナンス】 【ステークホルダー型ガバナンス】

【地方自治体】

首長・執行機関

地方議会議員

株主としての住民

厳しい規制監督 財政支援・損失負担

【地方自治体】

首長・執行機関

地方議会議員

株主としての住民

住民（含む法人）

債権者

監視

損失負担

損失負担

監視

→ 典型的にはイギリス → 典型的にはアメリカ

○ 国より地方の事務配分が高い国家で有効○ 地方より国の事務配分が高い国家で有効

○ 国の地方規制が強力な国家で有効 ○ 国の地方規制が弱い国家で有効

国
国

住民（含む法人）

損失負担

監視

損失負担

監視
債権者



ガバナンスの観点から見た現在の地方自治体の評価（総括）ガバナンスの観点から見た現在の地方自治体の評価（総括）

現在の日本の地方自治体のガバナンスは、平常時においては、国によるガバナンス

の弱体化、住民によるガバナンスの制約、市場によるガバナンスの不在が見られ、非

常時におけるガバナンスはルールと透明性を欠いた国による救済が見られる

平常時のガバナンス

②国によるガバナンスの弱体化

非常時のガバナンス

○ 法令による画一的な活動規制

○ 地方交付税等による財源保障

③市場によ
るガバナン
スの不在

○ 地方債の「暗黙の政府保証」によ

るデフォルトを起こさせない仕組み

④ルールと透
明性を欠いた
非常時のガ

バナンス

○リスクを顕在化させない地方債への国の関与

①住民に
よるガバ
ナンスの

制約



平常時のガバナンス： 制約された「住民によるガバナンス」平常時のガバナンス： 制約された「住民によるガバナンス」

「株主としての住民」と「顧客としての住民」「株主としての住民」と「顧客としての住民」

○法令による自治体の組織・活動規制（地方自治法、個別法令の自治事務等）

○住民の受益負担関係が明確でない地方財政

○行政サービスの画一化による制約された住民の選択可能性

○イノベーションを創発しない地方自治体間の制約された競争環境

直 営 事 業 民 間 委 託 民 間 ／ 直 営
可 燃 ゴ ミ収 集 （１ﾄﾝ） 17 ,2 9 1 8 ,2 5 2 46 .0
学 校 給 食 （１食 ） 431 238 55 .2
電 話 交 換 （年 間 ） 12 ,3 8 4千 5 ,2 46千 42 .4
守 衛 （年 間 ） 18 ,5 3 5千 6 ,5 47千 35 .3
ホ ー ム ヘ ル パ ー （１時 間 ） 4 ,2 2 4 2 ,8 5 2 67 .5
在 宅 入 浴 サ ー ビ ス （１回 ） 28 ,4 2 9 14 ,9 0 5 52 .4
老 人 福 祉 セ ン ター （年 間 ） 72 ,7 1 6千 55 ,6 9 7千 76 .6
体 育 ・ス ポ ー ツ 施 設 （年 間 ） 42 ,9 1 8千 20 ,8 5 3千 48 .6
文 化 施 設 （年 間 ） 390 ,1 0 8千 173 ,0 8 8千 44 .4

（地 方 自 治 経 営 学 会 １ ９ ９ ５ 年 調 査 ）

● 公 民 コ ス ト 比 較 （円 ）

官民の生産性格差

【株主としての住民】 【顧客としての住民】

○ 参政権を有する住民 ○ 住民だけでなく法人を含む

○ 地方自治体の内部者として関与 ○ 地方自治体の外部者として関与

○ 地方自治（住民自治）の主体として選択 ○ 受益と負担関係による選択

○ 「足による投票」○ 「投票箱による投票」



平常時のガバナンス： 移行期にあって弱体化している「国によるガバナンス」平常時のガバナンス： 移行期にあって弱体化している「国によるガバナンス」
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『民主化の時代』 
→ 戦後改革期 

・ 現行地方自治制度の制定 
・ シャウプ勧告・神戸勧告等の徹底した

地方分権提言 
・ 地方の実情と理念のギャップ 

『機能分担論の時代』 
→ 地方行政拡大期 

・ 地方規律法令、補助金の飛躍的増大 
・ 中央集権体制の強化 
・ 都市問題・公害問題の顕在化 

『行財政改革の時代』 
→ 行革・地域振興期 

・ 高度経済成長から安定成長へ 
・ 土光臨調「増税なき財政再建」 
・ 行政事務の簡素合理化、整理 
・ 東京一極集中の加速 

『新たな変革期』 
→ 分権・財政改革期 

・ 地方分権推進計画 
・ 地方分権推進一括法 
・ 機関委任事務制度の廃止及びそ

れに伴う事務区分の再構成 

政
治
経

済
環
境 

戦後革新知事の誕生 
北海道、長野、徳島、福岡 

第 1 次 

財政危機 
(20 後―

30 前) 
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保革対立構造 
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『分権型地方ガバナンスと国・地方の二
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平常時のガバナンス：「暗黙の政府保証」による「市場によるガバナンス」の不在

【「暗黙の政府保証」の概念整理】（第１５４国会政府答弁）

平常時のガバナンス：「暗黙の政府保証」による「市場によるガバナンス」の不在

質問 「地方自治体が民間から融資を受けている場合、その融資は国が保証しているのか。保証していないとすれば、
融資返済不能になった場合は、どのような措置が講じられるのか。」

答弁 「・・・地方債については、（中略）政府の保証は付されていない。しかしながら、地方債に関しては、許可制の下で、
地方財政計画の策定及び地方交付税の算定を通じて、元利償還に要する経費について所要の財源を確保するとともに、
公債費負担が一定限度を超えた地方公共団体に対する起債制限制度、赤字が一定限度を超えた地方公共団体に対す
る財政再建制度等を設けており、返済不能になることはないものと考えている。」

政府答弁のポイント ①起債許可制の存在、②地方交付税による地方債元利償還金の確保、③起債制限制度の存在、
④財政再建制度の存在の４つを挙げ、かつこれらに「等」を付して例示列挙であることを明示したうえで、地方債に返済不
能（デフォルト）がないことの根拠としている。

【「暗黙の政府保証」の構造】

一時的な支払能力喪失時（資金ショート）の緊急対策（狭義の破綻法制）

恒常的な支払能力喪失時（過重債務）の緊急対策

資金面からの支払能力喪失の未然防止対策
財政再建制度

借換債・赤字公債等

交付税による「財源保障」

発行面からの支払能力喪失の未然防止対策

起債制限
許可制・同意制

緊急対策

未然防止対策

既発債元利償還対策
（広義の破綻法制） 最広義の

破綻法制



平常時のガバナンス：「暗黙の政府保証」のメカニズムとその実効性の評価平常時のガバナンス：「暗黙の政府保証」のメカニズムとその実効性の評価

「保証」の対象 「保証」制度 制度の概要 「保証」のメカニズム 「保証」の実効性の評価

新発債

既発債

起債制限
制度

① 適債性（地財法５条）：原則として赤字公債は不可

② 標準税率以下の課税団体（課税余力のある団

体）
○ 過剰債務団体の新発債発行を抑

制し、将来のデフォルトリスクを低減

○ 行政運営を原則として地方債以

外の財源で賄い、赤字公債を禁じ
ることで地方債の発行を抑制

④ 歳入欠陥（赤字）団体（財政再建法）（建設公債の

み禁止。借換債等は可）

○ 臨時財政対策債等、恒常的に巨額

の赤字公債を発行する制度が導入さ
れており、建設公債原則は形骸化

○ 将来にわたり公債費の交付税算入
等の制度が維持されるか不確実

③ 起債制限比率超過団体 （起債可能な地方債の種

類が起債制限比率の悪化に応じて段階的に限定）

新発債及
び既発債

○ 既発債の償還財源を確保すると共

に新発債のデフォルトリスクを低減

○ 単年度の歳入欠陥と将来の債務
償還能力は必ずしも一致しない

許可制

○ 地財計画等とリンクして既発債の

償還財源を措置するとともに、新発
債のマクロの発行総量を抑制するこ
とで将来のデフォルトリスクを低減

○ 一件審査又は枠配分により事業又は団体の状況

を審査して決定（１８年度以降は協議制に移行）
○ 地財計画は長期財政収支に基づく

ものでないため、新発の同意債につ
いて将来の元利償還費まで財源確保
がなされているかは不確実性がある

地財計画、交
付税による財
源確保

準用再建
団体（財政
再建法）

○ さらに地方交付税の「財源保障機能」により、公債

費を含めた地方の必要財源を補填

○ 地方交付税の基準財政需要額に、公債費方式、標
準事業費方式、事業費補正方式で一部公債費を算入

○ 地方交付税の交付団体に対し、

交付税を通じて当該年度の公債費
が補填

○ 地方交付税は一般財源なので、確

実に弁済期にある債務の元利償還金
に充当される保証はなく、デフォルトは
ありうる

○ 赤字団体が議会の議決に基づき再建申出 ①一時

借入金への政府資金の斡旋＊１、②一時借入金の
支払利子及び退職手当債の特別交付税措置、③退
職手当債の発行許可、④地方債の制限解除がある

*１ 昭３４年４月２１日付自治省事務次官通知「赤字団体の

財政再建促進について」に基づく措置

○ 一時借入金の政府資金融資の斡

旋で、一時的な資金ショートによるデ
フォルトを回避

○ 政府資金の斡旋があるのは一時

借入金だけなので、借換債や退職手
当債への政府資金の斡旋がないと準
用再建団体でもデフォルトが生じうる

○ 赤字団体しか準用再建団体になれ

ないので、準用再建団体になる前に
デフォルトが生じる可能性がある

借換債、赤字
地方債の発行

○ 借換債の発行とともに、退職手当債、財政健全化

債などの赤字地方債の発行が認められている

○ 償還期にある地方債の償還財源

を借入で賄うことでデフォルトを回避

○ 借換債、退手債、健全化債には

各々の発行要件があり必ずしも償還
財源として使用できるとは限らない



非常時のガバナンス：不透明でルールを欠いた国による自治体救済の可能性非常時のガバナンス：不透明でルールを欠いた国による自治体救済の可能性

適債性等による発行制限

起債制限比率による
発行制限

赤字団体の発行制限

許可制又は同意制

新発債の過剰発行リスクの抑制新発債の過剰発行リスクの抑制 地方債デフォルトリスクの検証

税収の減少による
デフォルトリスク

公社等の破綻処理等
の経費増嵩による
デフォルトリスク

事故による一時的な
資金ショートによる
デフォルトリスク

交付税制度の制度変更
等による元利償還財源不
足によるデフォルトリスク

既発債のデフォルトリスクの顕在化既発債のデフォルトリスクの顕在化
普通交付税
による補填

減収補填債等
による補填

交付税による
補填

特別交付税
による補填

償還財源不足
未解消

償還財源不足
未解消

償還期を出納整理期間まで
延期できないとき

償還期を出納整理期間まで
延期できたとき

償還財源不足
未解消

借換限度額超過・
郵貯等の借換拒絶

赤字債の発行

交付税による
補填

民間資金引受債の政
府資金引受債への借

換えによる支援

出納整理期間制度
によ るデフォルト
防止

①繰上充用（次年
度収入の充当）、
事業繰延、支払繰
越による償還

②次年度の一時借
入金の繰上充用
による償還

一時借入金への
政府資金のあっせん

財政再建法の
準用申請

「地方再生法」
の必要性

「地方再生法」
の必要性

不可

一時借入金の
弁済能力超過

デフォルト

デフォルト

長期財政収支の見込み違いにより、
過剰に発行許可・同意をするリスク

臨時財政対策債の増発等により建設公債原則が形
骸化し、発行コントロールが破綻するリスク

［凡例］

部分は、

国による財政資金の投入ルート

地方債残高の
累積による

デフォルトリスク
の増大



非常時のガバナンス：近年の財政再建事例による負担帰着の検討非常時のガバナンス：近年の財政再建事例による負担帰着の検討

大阪府における財政再建の取組み（H11～13）

歳出の抑制人員の削減（約3750人） 約 380億円
給与の抑制（昇給停止等） 約 630億円
事業の見直し（建設事業の縮減等） 約1230億円
歳入の確保税収の確保 約 990億円
府有財産の売り払い 約 260億円
使用料・手数料の改定 約 20億円

地方交付税増加分 6146億円

現実の各ステークホルダーの負担額・割合（大阪府）

国（他自治体住民）住民 職員 債権者
6146億円 64％ 2500億円 26％ 1010億円 10％ ０円 ０％

【参 考】

国（他自治体住民） 住民 職員 債権者
０％ 51％ 38％ 11％

（参考）公債費／歳出 人件費／歳出 その他／歳出
10.7％ 37.9％ 51.4％

東京都における財政再建の取組み（H12～13）

歳出の抑制人員の削減・給与抑制 927億円
事業の見直し（建設事業の縮減等） 1599億円
徴税努力・受益者負担適正化 1879億円

財源調整措置の廃止等 69億円

現実の各ステークホルダーの負担額・割合（東京都）

国（他自治体住民）住民 職員 債権者
69億円 1.5％ 3478億円 77.7％ 927億円 20.7％ ０円 ０％

【参 考】

国（他自治体住民） 住民 職員 債権者
０％ 64％ 27％ 9％

（参考）公債費／歳出 人件費／歳出 その他／歳出
9.3％ 27.1％ 63.6％

① 「暗黙の政府保証*1」が行なわている状態で財政再建を行うと、大阪府の財政再建の場合のように、各ステークホルダー
の負担割合は、住民、職員、債権者の３者とも本来の負担割合に従った負担を負わず、国ないし他自治体にしわ寄せされ
る。

② 「暗黙の政府保証」のうち地方交付税の「財源保障機能」のみを廃止した場合の財政再建に関する各ステークホルダーの
負担割合は、不交付団体の東京都の財政再建の場合のように債権者の負担を除き、住民と職員の負担割合は本来の負
担割合に近づく。ただし、職員の負担は甘くなりがち。

③ 地方交付税の「財源保障」も地方債への「暗黙の政府保証」も廃止した場合、各ステークホルダーの財政再建負担は、受
益に見合った本来の負担割合が実現されることが期待される 。



非常時のガバナンス：日本と米国における現実のデフォルト処理の比較非常時のガバナンス：日本と米国における現実のデフォルト処理の比較

北海道留萌町（大正14年）

○ 留萌港拡張工事のため内務省の起債認可
を得て起債（大正10年）

○ 帝国生命ほか13保険会社の共同融資

○ 不況により元利金とも返済不能化

○ 国が肩代わりを拒否。しかし、世論を考慮
し強制執行はせず

○ 北海道長官が、町有地の代物弁済と当該土
地への町税免除等を条件として和解斡旋

→ ・デフォルト後10年後に合意

加州オレンジ郡（1994年）

○ 基金運用失敗により連邦裁判所に破産
申請（1994年11月）

○ 破産後、以下の方法で予算の４０％を削減
－低所得者・障害者対策、教育費等の削減
－道路建設の延期、郡職員のレイオフ 等

○ 加州の支援なく洪水対策、港湾、公園整備
費の削減と郡有財産の売却で郡債を返済

○ 郡から金融機関、会計事務所への賠償訴訟
→ 1996年に破産からの脱局を宣言

○訴訟的債務整理（金融機関等関係
者への賠償責任追及も）
○短期間での紛争処理
○公共的機能より債務整理の優先

○非訴訟的債務整理
○長期にわたる処理プロセス
○公共的機能阻害への世論による抑制大

石井恵美子「地方債の危機管理制度の必要性」をもとに事務局作成



ガバナンスの観点から見た現在の地方自治体の評価（再掲）ガバナンスの観点から見た現在の地方自治体の評価（再掲）

現在の日本の地方自治体のガバナンスは、平常時においては、国によるガバナンス

の弱体化、住民によるガバナンスの制約、市場によるガバナンスの不在が見られ、非

常時におけるガバナンスはルールと透明性を欠いた国による救済が見られる

平常時のガバナンス

②国によるガバナンスの弱体化

非常時のガバナンス

○ 法令による画一的な活動規制

○ 地方交付税等による財源保障

③市場によ
るガバナン
スの不在

○ 地方債の「暗黙の政府保証」によ

るデフォルトを起こさせない仕組み

④ルールと透
明性を欠いた
非常時のガ

バナンス

○リスクを顕在化させない地方債への国の関与

①住民に
よるガバ
ナンスの

制約



地方自治体においていかなるガバナンス構造をめざすべきか

①「状態依存型ガバナンス」を機能させるために、地方自治体の内部者の財政規律をモニタ

リングし、成果達成を下回る時はコントロール権の移転や自治体の債務整理（清算）を規

律づける実効的（法的）なルールの設定が必要

②地方自治体の関係的モニターの役割を市場や住民が担うステークホルダー型か、国とする

国家監督型か、どちらのガバナンスモデルをめざすべきか？

地方自治体においていかなるガバナンス構造をめざすべきか

めざすべき地方自治体のガバナンス構造を検討する視点めざすべき地方自治体のガバナンス構造を検討する視点

①連邦国家並みに地方歳出の比率が高く、国による地方統制力が歴史的に強力でないこと

②地方分権に向けての強い政治的・社会的慣性力が存在すること

③国・地方を通じて歳出増が見込めず受益・負担の明確化による財政健全化が必要なこと

中長期的（１０年程度）には、ステークホルダー型ガバナンスへの移行をめざすべき中長期的（１０年程度）には、ステークホルダー型ガバナンスへの移行をめざすべき

短期的には（１０年以内）には、国家監督型ガバナンスの強化をはかるべき短期的には（１０年以内）には、国家監督型ガバナンスの強化をはかるべき

①大都市自治体を中心とした深刻な財政危機に緊急に対応できる体制が必要なこと

②市場ガバナンスの導入による資金市場の混乱を防止する必要があること

国家監督型ガバナンスからステークホルダー型ガバナンスへの緩やかな移行国家監督型ガバナンスからステークホルダー型ガバナンスへの緩やかな移行

ステークホルダー型ガバナンスへの移行には、地方債市場関係者や住民の意識改革が必要

であることから、国家監督型ガバンナンスとステークホルダー型ガバナンスは同時並行とし、

１０年程度の移行期間で緩やかに移行させる必要



めざすべきガバナンス構造と移行のプロセスめざすべきガバナンス構造と移行のプロセス

【地方自治体】

首長・執行機関

地方議会議員

株主としての住民

【国家監督型ガバナンス】

厳しい規制監督 財政支援・損失負担

【ステークホルダー型ガバナンス】
→ 典型的にはアメリカ

国

緩やかな規制監督

財政支援・損失負担

地方自治体国

● どちらもガバナンスが機能する限りモデ

ルに優劣はない

● 日本においては、規制監督型の強化を

経て、中長期的にステークホルダー型
に移行すべき

国

債権者住民（法人）【現在の日本のガバナンス】

→ 典型的にはイギリス

【地方自治体】

首長・執行機関

地方議会議員

株主としての住民

住民（含む法人）

債権者

監視

損失負担

損失負担

監視

監視
住民（含む法人）

損失負担

債権者



めざすべきガバナンス構造への移行のための政策的対応めざすべきガバナンス構造への移行のための政策的対応

【ステークホルダー型ガバナンスの確立に向けて】

○「暗黙の政府保証」を解除し「市場によるガバナンス」を機能させるため地方再生法

（地方自治体版民事再生法）の制定

○「住民によるガバナンス」を活性化するための国による地方自治体規制の大幅な緩

和と地方自治体における行政サービスの効率化と多様化

・「『住民によるガバナンス』の確立に向けた地方行政革新ガイドライン」の提示

○地方自治体の行政改革の共通目標の提示

・「地方行革総棚卸表」の提示（地方財政全体での行革効果を試算）

【非常時における国家監督型ガバナンスの強化に向けて】

○ 地方財政再建促進特別措置法の抜本的改正による非常時における国家監督型ガバ

ナンスの強化

・一定規模以上の地方財政再建案件について政府資金による救済を行うとともに、首

長や職員等の責任を問いうるスキームの整備

・徹底した財政再建策の実施

・１０年間の時限立法として、期限後の国による地方自治体救済の撤退を明記



地方再生法の基本構成（主要論点）とその導入に伴う効果の検証地方再生法の基本構成（主要論点）とその導入に伴う効果の検証

１．市場原理によって一貫した体系的な再生制度の設計

２．ステークホルダーの次元での高度な利害調整の実現

３．行政活動力の維持と規律ある財政再生の同時達成

① 地方債制度全体の中での債務調整制度の位置づけ

② 各種手続と債務調整制度との役割分担

② ステークホルダーによる再生手続の濫用防止策

① 各ステークホルダーの手続関与のあり方の検討

① 行政執行機能の確保と再生計画の実現の担保

② 自治体の執行機関・職員への責任追及制度の設計

歳入総額

～1000億円 1000億円～3000億円 3000億円～5000億円 5000億円～

負

債
総

額
/

一
般

財
源

総
額

4.0～

2．0～

4．0

1．0～

2．0

～1．0

Charlotte（NC、7.60、約750億円、AAA）

Albuquerque(NM、6.88、約840億円、AA)

Tucson(AZ、4.20、約750億円、AA)

芦屋市（兵庫県、4.19、約670億円、Ⅴ）

Oklahoma（OK、2.53、約720億円、AA）

御所市（奈良県、3.25、約180億円、Ⅴ）

網走市（北海道、3.18、約290億円、Ⅴ）

須崎市（高知県、3.16、約160億円、Ⅴ）

加賀市（石川県、1.99、約830億円、Ⅳ）

宇土市（熊本県、1.99、約140億円、Ⅲ）

江刺市（岩手県、1.99、約220億円、Ⅲ）

亀岡市（京都府、1.97、300億円、Ⅲ）

南足柄市（神奈川県、0.99、約150億円、

Ⅰ）

志木市（埼玉県、0,99、約170億円、Ⅰ）

四街道市（千葉県、0.98、約210億円、Ⅰ）

調布市（東京都、0.98、約650億円、Ⅱ）

Denver（CO、10.34、約2110億円、AA+）

Dallas（TX、6.80、約2130億円、AAA）

Indianapolis（IN、5.05、約1450億円、

AAA）

San Diego（CA、4.76、約2250億円、AA）

Seattle（WA、3.92、約1780億円、AA+）

Milwaukee（WI、3.26、約1360億円、AA+）

高知市（高知県、2.83、約1590億円、Ⅳ）

金沢市（石川県、2.32、約1980億円、Ⅲ）

Virginia Beach（VA、1.94、約1120億円、

AA）

尼崎市（兵庫県、1.96、約1900億円、Ⅳ）

旭川市（北海道、1.92、約1690億円、Ⅲ）

大分市（大分県、1.84、約1490億円、Ⅲ）

町田市（東京都、0.94、約1180億円、Ⅰ）

豊田市（愛知県、0.92、約1430億円、Ⅰ）

吹田市（大阪府、0.90、約1010億円、Ⅱ）

Houston（TX、5.10、約3050億円、AA-）

Detroit(MI、3.47、約3750億円、A-）

千葉市（千葉県、2.67、約3490億円、c+）

仙台市（宮城県、2.57、約398億円、b）

Baltimore（MD、1.92、約3140億円、A）

Boston(MA、1.49、約3010億円、AA-)

北九州市（福岡県、2.60、約6590億円、b）

Washington（DC、1.54、約6680億円、

BBB）

San Fransisco（CA、4.35、約5950億円、

AA-）

Chicago（IL、4.32、約6590億円、A+）

神戸市（兵庫県、4.46、約9180億円、e）

Philadelphia（PA、2.09、約5910億円、

BBB）

福岡市（福岡県、3.23、約7420億円、d+）

広島市（広島県、2.68、約5590億円、d+）

米国の地方債格付けとの比照結果米国の地方債格付けとの比照結果 民間業種の平均債務償還件数との比較結果民間業種の平均債務償還件数との比較結果

債務償還可能年数 業種 都道府県 政令指定都市・市町村

12年以上 卸売業（17.13)、不動産業(12.86)

9年以上
空運業(9.80)、建設業（9.66)、水産・農林

業(9.63)

大阪府（10.9） 御所市（奈良県、9.5）

6年以上

石油・石炭製品（8.50）、鉄鋼（7.40）、非

鉄金属（6.35）、パルプ・紙（6.22）、海運
業（6.02）

兵庫県（8.4）、北海道（8.2）、神奈川県、

長野県（7.2）、福岡県（6.9）、愛知県
（6.8）、千葉県（6.6）、奈良県（6.4）、大分
県、鹿児島県（6.2）、宮城県（6.1）

神戸市（8.2）、京都市（6.6）、広島市

（6.3）、川崎市（6.0）

3年以上

陸運業（5.75）、繊維製品（5.73）、小売業

（5.53）、電気・ガス業（5.49）、機械
（5.08）、ガラス・土石製品（5.03）、鉱業
（4.95）、金属製品（3.97）、倉庫・運輸関
連業（3.97）、精密機器（3.70）、輸送用機
器（3.61）、化学（3.60）、電気機器（3.30）

岡山県、広島県（5.9）、山形県、茨城県

（5.6）、静岡県（5.6）、岩手県、埼玉県、
沖縄県（5.4）、富山県（5.2）、秋田県
（5.1）、群馬県、高知県（5.0）、京都府
（4.9）、新潟県（4.8）、山口県、長崎県
（4.7）、滋賀県、熊本県（4.5）、山梨県、
島根県（4.3）、栃木県、石川県、香川県
（4.2）、青森県、東京都、徳島県、宮崎県
（4.1）、福井県（4.0）、岐阜県、佐賀県
（3.9）、福島県、愛媛県（3.8）、和歌山県
（3.7）、三重県（3.6）、鳥取県（3.0）

大阪市、福岡市（5.7）、名古屋市（5.5）、

横浜市（5.3）、千葉市（4.8）、仙台市
（4.5）、札幌市（4.0）、北九州市（3.4）

3年未満

ゴム製品（2.89）、食料品（2.86）、サービ

ス業（2.61）、その他製品（2.47）、通信業
（1.67）、医薬品（0.77）

高石市（大阪府、－0.4）

日本で地方再生法を導入しステークホルダー型に移行することは、移行期間を設けて国家監

督型のセーフティネットをはりつつ、市場環境の整備や自治体での体制整備等を行えば可能


